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令和４年11月定例会 消費者・環境対策特別委員会（事前）

令和４年11月24日（木）

〔委員会の概要〕

喜多委員長

ただいまから，消費者・環境対策特別委員会を開会いたします。（10時32分）

直ちに，議事に入ります。

本日の議題は，当委員会に係る付議事件の調査についてであります。

付議事件につきましては，お手元の議事次第のとおりであります。

まず，理事者において，説明又は報告すべき事項があれば，これを受けたいと思いま

す。

【説明事項】

○提出予定案件について（説明資料（その２））

【報告事項】

○「瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画（素案）」について

（資料１－１，資料１－２）

谷本政策監補兼危機管理環境部長

それでは，11月定例会に提出を予定しております消費者・環境対策関係の案件につきま

して御説明を申し上げます。

資料の１ページを御覧ください。一般会計予算についてでございます。

この度の補正予算額は，左から３列目，補正額欄の最下段に記載のとおり2,000万円の

補正をお願いしており，補正後の予算額は合計で，31億3,768万3,000円となっておりま

す。財源につきましては，財源内訳欄に記載のとおりでございます。

２ページを御覧ください。部別主要事項説明でございます。

グリーン社会推進課の環境衛生指導費の摘要欄①のア,新規事業,「地産水素サプライ

チェーン」モデル体制整備事業では，来るべき水素社会の到来を見据え，水素の更なる需

要拡大に向けた広域展開につなげるため，新たに水素製造から充塡，運搬と燃料電池

フォークリフトへの運用まで一体となった地産水素サプライチェーンモデルを構築するた

めの経費として，2,000万円の補正をお願いしております。

危機管理環境部関係の提出予定案件の説明につきましては，以上でございます。

この際１点，御報告申し上げます。

資料１－１を御覧ください。瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画（素案）の概要

についてでございます。

当計画は，令和３年６月の瀬戸内海環境保全特別措置法の改正及び今年２月の瀬戸内海

環境保全基本計画の変更を踏まえ，気候変動や海洋プラスチックごみ等の新たな視点を取

り入れ，より実効性のある計画へと見直すものでございます。

３，目指すべき将来像といたしましては，山，川，里，海における水循環・物質循環を
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一体的に捉え，県民総ぐるみによる水質が良好で，多様な生物が生息できるきれいで豊か

なとくしまのＳＡＴＯＵＭＩの実現を掲げております。

５，基本的な施策といたしましては，Ⅰ，水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可

能な利用の確保，Ⅲ，海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去・発生抑抑制等，

Ⅳ，気候変動への対応を含む環境モニタリング，調査研究の推進など記載の５本柱とする

施策で構成し，各種施策に取り組むこととしております。

今後，県議会での御論議を頂くとともに，パブリックコメントを実施しまして，徳島県

環境審議会生活環境部会を経て，来年３月の策定を目指し取り組んでまいります。

報告事項は以上であります。御審議のほど，よろしくお願いいたします。

喜多委員長

以上で説明等は終わりました。

これより質疑に入りますが，事前委員会における質疑につきましては，提出予定議案に

関連する質疑及び緊急を要する案件に限定するとの申合せがなされておりますので，御協

力をよろしくお願いいたします。

それでは質疑をどうぞ。

山田委員

今，報告がありました地産水素を活用したサプライチェーンモデルの実現の2,000万円

について，まず概要を御報告ください。

加藤水素グリッド推進室長

本県におきましては，全国に先駆けまして平成27年度に策定いたしました徳島県水素グ

リッド構想に基づきまして，徳島阿波おどり空港におきまして，地方空港初となる水素ス

テーションから水素を供給して燃料電池フォークリフトを運用するということを現在まで

行っております。

来るべき水素社会の到来に向けまして，水素の更なる需要拡大に向けた広域展開につな

げるため，新たに水素製造から充填，運搬と燃料電池フォークリフトへの運用まで一体と

なった地産水素のサプライチェーンのモデルを構築できるよう取組を発展，進化させるた

め，本事業を実施したいと考えております。

具体的には，本県の空の玄関口でございます徳島阿波おどり空港におきまして，県内で

生成される地産水素，こちらを運搬いたしまして，簡易充填機により燃料電池フォークリ

フトへ充填，運用するための運用スキームの検討及び簡易充填機等の整備を行い，広範囲

に水素を充填できる供給体制のモデルを構築することに取り組むとともに，2025年大阪・

関西万博に向けまして，水素社会実現に向けた機運醸成も併せて図っていきたいと考えて

おります。

山田委員

今，そういう御報告があったんだけれども，この2,000万円は順調にいっていたら出さ

なくてよかった中身ですよね。徳島阿波おどり空港の水素ステーションが，高気温時に不
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具合で撤去されて，新たな水素供給設備の設置の関連経費ということ。今，説明があった

2,000万円ということですけれども，この高気温時の不具合は，設置当初から４年で，報

道では43回とされています。このメーカーは，一体どこなのですか。それと，不具合の原

因は特定されているのですか。お答えください。

加藤水素グリッド推進室長

ただいま山田委員より，徳島阿波おどり空港に設置しております水素ステーションの不

具合につきまして，御質問を頂いております。

徳島阿波おどり空港に設置されました水素ステーションにつきましては，環境省の補助

事業として実施されたものでございまして，全国に18か所設置されたものの一つとして数

えられております。整備された一部の施設，これは県外の施設でございますが，機器の稼

働について支障が生じるなどしたため，設置事業者，メーカーのほうで国，環境省とも協

議いたしました結果，運営上の課題があるものにつきましては，機器に支障があるという

設置者に対しまして，撤去を希望する者に対して撤去の費用負担も含めて全てメーカーの

負担で撤去すると，そういう打診がございまして，徳島空港ビル株式会社がそれに応じる

ことにより，本施設が今年度末に撤去されることが決定したとお聞きしております。

機器のトラブルの内容につきましては，非常に専門性が高いものでございまして，新聞

報道には回数も出ておりましたが，これも非常に短い時間止まるというようなこともお聞

きしております。空港ビル株式会社といたしましては，このフォークリフト，日本航空株

式会社が運用されておりますが，貨物の運搬というのが毎日ありますことから，一旦水素

ステーションが止まってしまうと，このフォークリフトの運用に支障が出てくるというこ

とも考慮いたしまして，この際，撤去することにしたとお聞きしております。

山田委員

いや，今そういう答弁を頂いたけれども，さっき言ったメーカーですね，18か所。これ

は恐らくドイツのメーカーだと思うんですけれど，そのメーカー名と，４年で43回，聞い

たところという格好で，はっきりしたことは分からないということだけれども，つまり，

不具合の原因は特定されていないと，こういうふうに認識していいのですか。

加藤水素グリッド推進室長

不具合の内容につきまして，それぞれ18か所の状況等もあるとは思いますけれども，事

実として43回，徳島阿波おどり空港では止まったことがあったということでお聞きしてお

りますが，それぞれの使い方，運用の仕方によって異なるものだというふうにも受け止め

るところでございます。

現実的に，どこがどういう原因でなったかということについて，メーカーのほうでいろ

いろ検討しているというところではございますが，この空港ビルの物がどうして止まった

のかということについて，止まったという事実だけで，原因が突き止められているもので

はないとともに，我々がそれを関知していないところでございます。

山田委員
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つまり，不具合の特定は当然できていない。

先ほど来，ずっと聞いているのだけれど，メーカーね。具体的に，18か所で分かるわけ

ですから，どこでも。明確に答えてほしいという点と，18か所ということで，徳島以外で

全国で，このメーカーで，同じような不具合が起こっているようだということだけれど

も，その現状を把握していたら御報告ください。

加藤水素グリッド推進室長

メーカーにつきましては，徳島新聞に写真が出ておりまして，本田技研工業株式会社と

岩谷産業株式会社のロゴが入っておりましたので，そちらということになるかと思いま

す。

それぞれ全国的に，順調に稼働している物もたくさんございまして，全ての調子が悪い

ということではないとお聞きしております。我々もきっちりどこがどうということは，聞

けておりませんが，メーカーのお話では一部の県において，非常に支障が出て稼働に不具

合が生じている物があって，そういう状況も鑑みて，この度，環境省の補助金が入ってお

りますので，環境省と協議した結果，これをメーカーのほうで撤去すると。あわせて，同

じような状況があるのであれば，他県の物についてもということでお話があって，空港ビ

ルの施設について撤去することが決定したとお聞きしております。

山田委員

あとでまた指摘しますけれども，撤去するというのは非常に重い事態だと思うのです

ね。そこで，また新たに2,000万円。もちろん環境省からお金が入っている，県も若干出

しているけれども。一つは，県内にも水素ステーションがあるんですけれども，そこでも

そういう支障みたいなことは起こっているのかどうかということと，撤去してそれで終わ

りという立場でいるのか。県としては，飽くまでその原因特定について把握する，全国の

いろいろな箇所とも連携してということは，当然必要だと思うのですけれども，その点は

いかがでしょうか。

加藤水素グリッド推進室長

ただいま，県内の他の水素ステーションについての御質問を頂いておりますが，現在の

ところ，そういう状況については，我々としては存じ上げないところでございます。

それから，原因の究明につきましては，今後，撤去に当たってメーカーとの調整が空港

ビルとの間でなされるとお聞きしておりますので，それに合わせて，我々も状況の確認等

について努めていきたいと考えております。

山田委員

是非とも，その原因等々も含めて，この委員会に，やはり報告はしていただきたいと，

強くこれを要望しておきますので，よろしくお願いします。

それと，この水素ステーションとフォークリフトとの関係ですね。実は，できた時に，

運輸部門での脱炭素化の第一歩として，空の玄関口徳島阿波おどり空港にも自然エネル

ギー由来の水素ステーションが完成したということで，本ステーションは空港施設の屋上
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に設置した自然エネルギーである太陽光発電により水素を生成し，温室効果ガスを一切排

出しない究極のグリーン施設と。また，同時に燃料電池フォークリフトも導入と。

地方空港では全国初のセット運用となると，知事名でわざわざこういうコメントも発表

されていると。それが頓挫して，原因もいまだ不明ということになれば，水素グリッド構

想の破綻につながるということにもなってくるので，ここら辺は，県はどういう認識をさ

れているのですか。

加藤水素グリッド推進室長

この度の施設に関しまして，どういうふうに捉えているかということでございますが，

水素技術につきましては，脱炭素の推進に先端技術をいかに活用していくかということ，

チャレンジの部分もございますので，そのあたりにつきましては，国及びメーカーのほう

とともに，県としても取り組んできたと認識しております。

今回のことを受け止めた上で，次なるスタンスの展開に向けて，県として取り組んでい

きたいと考えております。

山田委員

いやいや，私が聞いているのは，水素グリッド構想。私自身は水素のことについて言え

ば，やはり未開発で，いまだに実用化，商品化のめどがたっていないというふうな点も，

度々これは専門家からも指摘されているわけです。しかし，県はそこへ思い切っていって

いると。

しかし，実際にこういう頓挫が起こったということについて言えば，やはり水素グリッ

ド構想そのものを真剣に考え直す，検討し直す時期に来ていると。それで，2030年までの

50パーセント削減に向けた別の具体的な取組というのを進めていく必要があるのと違うの

かと思うのですけれども，この点は，加藤水素グリッド推進室長，いかがですか。

加藤水素グリッド推進室長

水素につきましては，究極のクリーンエネルギー，燃焼により二酸化炭素を排出しない

ということで，2050年カーボンニュートラル達成の鍵になるものと捉えているところでご

ざいます。

現在のところ，国のほうでも，例えば港，あるいは空港の脱炭素化というものを大きな

計画を掲げて，様々な研究，検討が進められているところでございます。本県といたしま

しても，この水素というものが，今後の脱炭素社会構築の大きな鍵になるものと認識して

おりますので，今回の件につきましては，先端技術の導入について設置場所や使用形態に

よって設置したメーカーにも不測の事態が生じるということもあるものだと認識しており

まして，今回の事態はメーカー自体の責任として撤去を行うものと考えるところでござい

ます。

本県におきましては，このたびの結果を受け止めた上で，脱炭素の流れを止めることな

く，ほかにはない製造・供給一体型の水素ステーションが本県にはあるというようなリ

ソースもしっかり活用して，燃料電池フォークリフトをはじめ水素を活用した脱炭素化に

引き続き取り組んでいきたいと考えております。
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山田委員

もうこれは，付託委員会に回さないと仕方がないんだけれど，日本政府が進めている化

石燃料由来の水素，アンモニアの技術については，いまだに実用化や商品化については

様々な制約，成り立たないということも指摘されているわけです。これは国会でも激しく

その辺が議論されているわけです。だから，そこら辺をしっかり受け止めた上で，やはり

検証し直す。それで，今回の頓挫について，さらっと言っていますけれど，非常に重い事

態だと受け止めて，しっかり検証するということが必要だと指摘しておきます。

この問題の最後に，水素ステーションの整備費約１億4,100万円のうち，国が１億500万

円，県と空港ビルが各1,800万円ですか。メーカーは不具合の責任を認めており，耐用年

数などを考慮して整備費の一部を返還する予定と報道されていますけれども，これについ

てはどうなるのかと。また，今回これがなかったら，2,000万円は要らなかったわけです

ね，そのまま順調にいっていたら。

この2,000万円については，もう県費そのものを使うと。こういう中身なんですね。

加藤水素グリッド推進室長

整備費用につきましては，今こちらで整理しているところでございますと，およそ１億

5,000万円掛かっておりまして，国費の投入が，ざっくりですけれども，１億1,000万円程

度入っておりまして，県の負担は1,500万円程度，残りは徳島空港ビル株式会社が負担し

たものと認識しております。

今回の件につきましては，メーカーの責任によって撤去するものでございますので，補

助金額につきましては，撤去が済みました後に，当然これまで稼働してきたというもので

の年数が発生しておりますので，その年数を除いた残価分，残りの価格につきましては

メーカーから返還されるものと承っております。

それから，今，山田委員から2,000万円の予算が要らなかったのではないのかというよ

うな御指摘も頂いておりますが，飽くまで本事業の目的は，脱炭素の推進に向けまして，

水素フォークリフトの導入拡大を図っていくに当たりということで，県内各地に広範囲に

展開していくためには，より柔軟な体制で供給できる水素ステーションを拡大していくと

いうような課題があるということを認識しております。これまでいち早く水素社会を具現

化してきました徳島県といたしまして，本年４月に開所いたしました東亞合成株式会社徳

島工場の水素ステーションにおきまして発生する地産水素をいかに活用していくかとい

う，そういうサプライチェーンモデルを構築することが重要なことだと思っております。

この徳島阿波おどり空港の水素ステーションの課題に対応する事業ということでは決して

なくて，この地産水素をいかに活用していくかというモデルを全県に展開していくための

水素フォークリフト拡大の足掛かりとする事業として，今回提案させていただいておりま

す。

山田委員

また，これについては議論するけれども，2,000万円については，新聞報道等々でも，

やはりこの不具合が起こった結果というふうなことも書かれているわけです。それを更に
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広げようとしているのか知らないけれども，やはりそこはしっかり検証していただきたい

と思います。

次の問題で，今日報告があった瀬戸内海の環境保全の県計画についても聞いておきたい

と思います。まず，概要について御報告ください。

相原環境管理課長

山田委員から，県計画の概要について御質問がありました。

高度成長期にひん死の海と呼ばれるまでになった瀬戸内海を元の美しい海に戻そうとし

て，昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され，昭和53年に瀬戸内海環境保全特

別措置法として恒久法に改められております。この法律におきまして，環境保全に係る施

策を総合的かつ計画的に推進するため，国は瀬戸内海環境保全基本計画を策定し，関係府

県がその計画に基づき各府県の計画を定める規定が盛り込まれ，徳島県では昭和56年から

瀬戸内海の環境保全に関する徳島県計画を策定しております。

現行の県計画は，阿南の蒲生田岬及び伊島を結ぶ直線より北の紀伊水道，播磨灘の本県

の瀬戸内海区域について，平成28年11月に策定し，各種施策を実施してきました。今回

は，令和３年６月，瀬戸内海環境保全特別措置法が一部改正され，それを受け令和４年２

月に国の瀬戸内海環境保全基本計画が変更されたことを踏まえ，策定するものです。

基本的な施策としましては，報告させていただきましたが，１から５，水質の保全管理

並びに水産資源の持続可能な利用の確保から５番目の基盤的施策の着実な実施までの５本

柱で構成しておりまして，関係部局と連携し，各種施策の推進により山，川，里，海の水

循環及び物質循環を一体的に捉え，県民総ぐるみによる水質が良好で，生物多様性，生産

性の確保されたきれいで豊かな徳島の里海の実現を目指していくものであります。

山田委員

そうしたら，前回の計画である平成28年の計画から，今回４年間ということでの成果，

残っている課題等について御報告いただけますか。

相原環境管理課長

現行の県計画では，瀬戸内海の環境保全を図るため，きれいで豊かな徳島の里海づくり

を目指し，藻場，干潟など沿岸域の環境保全，水質の保全及び管理，自然景観及び文化的

景観の保全，水産資源の持続的な利用の確保，基盤となる人材育成や啓発の推進に取り組

んでまいりました。

このうち，当課の所管業務の成果については，水質の保全及び管理では総量削減制度に

よりまして汚濁負荷の指標である化学的酸素要求量ＣＯＤ及び栄養塩類の窒素，りんの削

減目標量を定め，産業排水の達成に向けた事業者指導，生活排水改善のための普及啓発を

はじめ各種施策に取り組んだ結果，目標年度である令和元年度の削減目標量はいずれも達

成しているという状況です。

また，県内の主要な河川や海域の環境基準達成状況についても良好な状況が維持されて

おります。

さらに，基盤となる人材育成や啓発の推進では，里海リーダー育成講座の制度を創設い
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たしまして，徳島の自然を体感できる環境フィールドワークとして水辺の生き物調査や干

潟の役割を学ぶ講座などを通じ，里海づくりをけん引する人材の育成に努めております。

その他，各部局と連携いたしまして瀬戸内海の環境保全に関する施策を県計画として取

りまとめ，きれいで豊かな里海づくりに取り組んできたところです。

課題としましては，近年の海の環境保全に対する国際的動向として，気候変動による影

響への対応や，2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減

することを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの実現に向けた取組が求められてお

ります。

また，現在の瀬戸内海を取り巻く環境は，本県をはじめとする沿岸自治体，県民の皆様

の取組により水質が改善され，良好な状況を維持しているものの，海水温の上昇や栄養塩

類の不足などによるノリ，ワカメの色落ちなどの課題もございます。

そこで，県計画の見直しに当たり，気候変動による海水温の上昇や海洋プラスチック問

題などの新たな課題についても盛り込んでいるところです。

山田委員

細かい点は別として，一つ気になるのは，この中で２番の現状と課題の中で，例えば，

藻場，干潟が減少しているという指摘があります。平成28年のこの委員会の議論では，昭

和53年から平成18年までで見たら，徳島県としてはほぼ横ばいと，微増ということもある

けれどもという状況になっているんですけれども。この瀬戸内海全体で，恐らくこれ十数

県あると思うんですけれども，その中の全体的な藻場の状況，干潟の状況と，そして徳島

の状況というのが分かれば御報告いただけますか。

相原環境管理課長

ただいま，藻場，干潟の状況について御質問がありました。

環境省のせとうちネットによりますと，高度経済成長期の各種開発等により藻場，干潟

が大幅に減少されたということが言われております。藻場のうち，アマモ場につきまして

は1960年度から，1989年から1990年度までに約７割が消失，干潟については1989年度か

ら，2015年から2017年度までに約５割が消失したということが言われております。

直近の藻場とか干潟の分布調査，これも環境省のものなんですが，平成27年度のデータ

が一番新しく出ております。それによりますと，瀬戸内海全体では藻場は１万5,604ヘク

タール，干潟は１万1,065ヘクタール，徳島県の瀬戸内海区域におきましては，藻場が計

270ヘクタール，干潟が計119ヘクタールとされております。

県におきましても，農林水産部のほうで藻場の再生に向けての取組をしているところで

す。把握しているデータについては以上です。

山田委員

その報告に基づいて，また付託委員会等でも聞いていきたいと思います。

最後の質問になるんですけれども，前回の委員会の時に豚熱の状況等も聞きました。そ

して，今，鳥インフルエンザは本県でまだ発生していない。だから，この委員会でという

ことはどうかと思うんですけれども，鳥インフル，豚熱の現状と対応について御報告いた
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だけますか。

福見畜産振興課家畜防疫対策担当室長

ただいま山田委員から，鳥インフルエンザと豚熱の発生状況と対応について御質問いた

だきました。

まず，豚熱から説明させていただきますと，７月25日に県内で野生イノシシにおいて初

確認以降，これまでに221頭の検査を行いまして，18頭の野生イノシシにおきまして陽性

を確認しております。

県の対策としましては，発生確認を受けまして，まず養豚場における発生予防対策とし

まして消毒用消石灰の緊急配布を行うとともに，野生イノシシの捕獲強化や捕獲後の持ち

出しの制限，捕獲イノシシの検査体制の強化に取り組むとともに，豚肉，イノシシ肉の安

全性に関する正確な情報提供を県のホームページを通じて実施しているところでありま

す。

県内のイノシシにおきまして，発生を受けまして今年度の４月から鳴門市の14か所に野

生イノシシに対する経口ワクチンを散布しておりますが，11月下旬から新たに６市町村を

追加しまして，36か所加えまして50か所に散布して，養豚場への派生をさせない対策を実

施しているところでございます。

引き続きまして，鳥インフルエンザにおきましては，今シーズン，10月28日に岡山県，

北海道の養鶏場におきまして，今シーズン国内１例目と２例目の発生が確認されて以降，

これまで最も早い時期，10月期に発生としまして，11月には11道県16事例の発生が確認さ

れております。

県の対応といたしましては，発生確認後直ちに10月28日に危機管理会議を開催いたしま

して，まず車両や農場の敷地内の消毒をはじめ鶏舎の点検や破損箇所の修繕など含め，改

めて巡回確認，指導を行い，飼養衛生管理の強化に努めており，また，全養鶏場に対しま

して消毒用の消石灰を緊急配布し，死亡羽数の報告頻度を月１回から週１回に引き上げ，

監視体制の強化を実施しております。

このような中，香川県におきまして11月１日，22日，昨日23日と感染が確認されており

まして，隣接県での確認を受けまして県内へのウイルスの侵入を防止するために，国道

32号の県境に消毒ポイント１か所を設けまして，県内への進入を防ぐ対策を実施している

ところです。

山田委員

分かりました。是非とも強化して本県で発生しないようにしてもらわないといけないの

ですけれども。

それで，さっきの報告の中で話があった野生イノシシの捕獲強化ですね。今，各地で新

聞報道もにぎわせているような事態が起こっています。当然市町村と連携してということ

にはなると思うのですけれども，このイノシシが今年に入って，各地で出没して，様々な

被害等とも出ているようだと言われているのですけれども，この捕獲強化についての対応

はどうされているのかいうことについてお答えください。
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金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，野生イノシシの捕獲強化についての御質問を頂きました。

去る７月25日に徳島市上八万町で発見されました死亡野生イノシシから豚熱の感染が確

認されておりますが，これを受けまして野生イノシシにおけます豚熱のまん延防止対策の

徹底を図るために，農林水産省からの通知に基づきまして，市町村や猟友会に対しまして

感染確認区域における捕獲の強化を要請しております。

捕獲につきましては，従来からイノシシの捕獲強化を行ってきたところでございます

が，イノシシを確実に捕獲するために箱わなとか，くくりわな等を使いまして捕獲して，

それが周辺に拡散しないように，そういった取組を進めているところでございます。

吉田委員

私から１点，お聞きしたいと思います。山田委員からも質問があったのですけれども，

今回の補正予算案に出ております地産水素サプライチェーンモデル体制整備事業の

2,000万円について少し補足でお聞きしたいと思います。

せっかく再生可能エネルギー，空港の太陽光パネルで発電した電気を使って，グリーン

水素でやっていた事業が残念なことになったのですけれども，これは約１億5,000万円の

事業費で導入されたということで，今回の2,000万円の水素ステーションとは，全然，設

備，金額も違うので，どう違うのか簡単に説明していただきたいと思います。今回のもの

は，地産水素を使うということなので，太陽光パネルの電気ではできないものなんだと思

うのですけれども，その辺の違いを教えてください。

加藤水素グリッド推進室長

今回の補正予算の事業内容について，御質問を頂きました。

今回の事業につきましては，燃料電池フォークリフトに，具体的には東亞合成徳島工場

に設置されております水素ステーションで生成されました水素を運搬いたしまして，簡易

充塡機を使ってこれを充塡することでフォークリフトを稼働できないかということを実証

モデルとして実施しようとすることを検討するものでございまして，現在空港のほうで

は，先ほど御質問の中でもありましたような形態で水素を供給しているところでございま

すが，それを新しいモデルとして運用したいと考えております。

吉田委員

これまでのものは，水素の製造をするところでお金が掛かっていたという理解でよいか

なと思うのですけれども，今回は，もともとできている水素を使うので，そこの部分の装

置が要らないので，2,000万円でできるということなのかなと思うのですけれども，空港

の水素で動く燃料電池フォークリフトというのは，何トン用のものが何台稼働しているの

か教えてください。

また，今回の事業で大体どれぐらいの地産水素を使うのかということと，それをイメー

ジしやすくするために，その使う使用量は，燃料電池車の乗用車の場合に，毎日通勤に

使った場合の年間，通勤距離にもよるんですけれども，30分程度の通勤に使った場合の車

１台ぐらいが１台のフォークリフトかなと勝手に想像するのですけれど，その辺のイメー
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ジが県民に分かるように説明できればお願いします。

加藤水素グリッド推進室長

現在，徳島阿波おどり空港におきましては，産業車両の燃料電池化を促進するため，日

本航空株式会社，徳島空港ビル株式会社，そして徳島県の三者におきまして，徳島阿波お

どり空港の環境施策の推進に係る連携と協力に関する協定を締結しておりまして，この協

定の具現化のために平成30年度より燃料電池フォークリフト１台を運用しているところで

ございます。

稼働実績といたしましては，年によってばらつきもございますが，大体１年間で800時

間程度，毎日動いているとお聞きしておりまして，これが走行距離としては4,200キロ

メートルとなるとお聞きしております。

運用している日本航空株式会社に，このフォークリフトについては順調に稼働している

と聞いているところでございますが，水素の充塡につきましては，このフォークリフトの

稼働に必要な水素の充塡量が年間で大体130キログラム必要だと聞いております。

ただいま，吉田委員から自動車の場合はどうかということでございましたが，自動車に

つきましては水素充塡，満充塡でトヨタのＭＩＲＡＩの場合，五，六キログラムの水素が

入るということになっておりますので，これで850キロメートル走るというような数値で

いきますと，月に一度とかそういう充塡，一般の利用だとそういうふうになるのかなと思

います。それでいくと１年間通してこれを12倍しても，70キログラムから80キログラムか

なと思いますので，フォークリフトのほうが130キログラム使うというようなことになる

のかなと考えております。

吉田委員

イメージはよく分かりました。それで，先ほどの質問の御答弁で，更なる水素の需要拡

大とモデルを構築するという目的で，この簡易充塡機をフォークリフトに使うことで，広

範囲に運搬できるようにというような御答弁もあったのですけれども，この充塡機は移動

はできないんですよね。ほかの所のフォークリフト，空港以外の所の事業者がこれを導入

するとした場合には，この充塡機を運搬できるのでしょうか。

加藤水素グリッド推進室長

簡易充塡機につきましては様々な形態がございますので，今後この予算をお認めいただ

いた後に，事業者からの提案を頂いて，どういう形態でということも今後検討，煮詰めて

いく作業になるかとは思いますが，空港に設置するものにつきましては，基本的には，や

はり毎日空港で充塡するという形態になりますので，そこにおいて使うことになるもので

はないかと認識しております。

吉田委員

それでは，広げていくというデモンストレーションに，これをするのは分かるのですけ

れども，ほかに展開していくというのは，2,000万円というのは，ちょっと大変かなと思

いますので，移動式の水素ステーションもありますけれども，まだ何かイメージしづらい
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ような広範囲の普及という状況が見えてくると思います。

フォークリフトについてはディーゼルと，あと電動もあると思うんです。前からの委員

会でも言ったことがあるんですけれども，電気でできるものは，そのまま直接電気でやっ

たほうがエネルギー効率もいいし，水素は確かに脱炭素にはなくてはならないものなんで

すけれども，電動でできないような大きな船であるとか，長距離の航空機に水素を入れる

べきというような見解があって，日本政府は，その見解はまだ採っていないので，こうい

ういろいろな続きのメニューが出てくると思うんですけれども，フォークリフトの電動の

場合と，この水素の場合のエネルギー効率は，分かりますでしょうか。

加藤水素グリッド推進室長

電動の物と燃料電池の物との比較につきまして，ただいま吉田委員から御質問いただい

ております。

電動の物につきましても，海外では既にあるというふうにもお聞きしておりますが，現

状やはり充電時間と充電の回数と稼働時間というようなことも鑑みて，そちらもまだまだ

実証のレベルとも伺っております。

一方で，燃料電池フォークリフトにつきましては，空港で稼働しておりますが，１年間

で808時間使うとお聞きしておりますので，今運用を円滑に進めていくために，この燃料

電池でのフォークリフトの稼働のほうが適当ではないのかなとは認識しているところでご

ざいます。もちろん今，自動車をはじめ，電気の物につきましても非常に研究開発が進ん

でおりますので，今後の状況も見ながら，どういった形がいいのかというものは，国の動

向，あるいは事業者，メーカーの動向なども承りながら，県としても検討していきたいと

考えております。

吉田委員

電動のフォークリフトは，インターネットで調べたらすぐ出てきます。日本でも売って

いて，株式会社豊田自動織機が製造しているみたいで，値段もディーゼルと余り変わらな

いので出ているのです。３トン，1.5トン車で350万円ぐらいですね。電動も380万円ぐら

いなので，物によってはディーゼルよりも安い値段の物が，どれぐらい売れているかは調

べていないのですけれど，もう既に出ています。

エネルギー効率から言っても，バッテリーの物が100エネルギーを導入した場合，それ

を電気に変えてバッテリーとで69パーセントというエネルギー効率に対して，水素燃料電

池自動車は26パーセント，エネルギー効率は大分悪いみたいなんです。東亞合成株式会社

の水素を使うので，これはもうちょっと良くなるのですけれども，最初から水素ができて

いるということですれば，ちょっと私が計算したのでは，東亞合成株式会社のを使えばも

うちょっと効率が良くなって，39パーセントというのですけれども。

バッテリーのフォークリフトのほうがずっとエネルギー効率も良いし，もう慣れている

ということで，問題は，その電気がまだ再生可能エネルギー100パーセントでないので，

徳島，日本の状況では，まだまだ脱炭素には，ならないのですけれども，そういう，もう

技術で確立されているものに対して，小さなフォークリフト自体，デモンストレーション

というのは本当に分かるのですけれども，これを展開していくというイメージは，すごく
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持ちにくい感じがします。

先日，脱炭素が世界一進んでいる国のデンマーク大使館のプレゼンテーションをオンラ

インで聞く機会があって，大使館員の環境担当の方のプレゼンを聞いたんですけれども，

デンマークは2030年までに70パーセントの温室効果ガスの削減をうたっていて，それに向

かって実績も積んでいる，数字的には世界で一番進んでいる国になっています。再生可能

エネルギーをグリーンな燃料でやるというので，水素とかアンモニアとか窒素とかに変え

るのは，確かに絶対要る技術で，脱炭素を実現するためには絶対不可欠なんですけれど

も，再生可能エネルギーでやらないと，グリーン水素でないと意味がない。2030年代には

ブルー水素というのは，化石燃料で作った水素のＣＯ₂を固定化するとか集めるという技

術は，まだ途上であるし，できたとしても2030年代には直接再生可能エネルギーをやるグ

リーン水素のほうが値段も安くなるというような試算も出ていて，イメージ的に再生可能

エネルギーから作る水素ってどんなのかということを考えたところ，今年４月９日に，四

国電力管内で初めて，再生可能エネルギーの出力制御があったと思うんです。九州では，

前からずっと行われてましたけれども。

４月とか５月とか太陽光発電がたくさん発電するときに，発電し過ぎて制御しないと

ちょっと電力が不安定になるというので，一部止められたことが初めて四国管内であった

んですけれども，再生可能エネルギーがこれからどんどんどんどん進んでいくと，出力制

御しないといけないような事態もどんどん増えてくるんですね。

そういう出力制御するようなときの不安定な風力とか，太陽光とかの再生可能エネル

ギーを水素に変えるというので，そこで初めて脱炭素の水素社会の実現の方向になってい

くので，まだそういう段階に，鶏が先か卵が先かなんですけれども，地産水素を利用する

ということの是非は，いろいろ考え方もあるんですけれども。そういう方向に国がはっき

りやっていなくて補助金を付けていくということで，県も先進的なことをやろうかという

ので補助金を取ってきてやるというのは，分からなくもないんですけれども，コロナ禍で

何兆円も，何十兆円も前年度よりたくさん予算が付いていて，本当にこれどうなるんかな

というような，どこかに無駄はないのかなと考えた時に，この水素を先走ってやるという

ことは，ちょっと何かすごい疑問に感じるんです。

それで，そういう，徳島県はグリーン水素でやっていきますと言っていただいたので，

国よりちょっと進んだ発言もしていただいているのですけれども，電力で大体できるよう

なものに，積極的にどんどん水素を作っていくということを考え直していただく，その辺

を慎重に判断していただきたいというのを是非要望したいんです。毎回繰り返し，この発

言をしているのですけれども，今回のフォークリフトのことについて，その点，もう一度

お聞きしたいと思います。

加藤水素グリッド推進室長

吉田委員から，水素につきましての展開，そういった点での問題点があるのではないか

という御指摘を頂きました。

吉田委員が御指摘のとおり，出力制御の課題などもこの水素で解決していくというよう

な形態での検討というのも，どんどん進められておりまして，電力，電気とこの燃料電池

というものをうまくミックスして使っていかないと，それだけに特化してということで
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は，なかなか脱炭素化というのが実現しないと思いますので，そういう意味では，自然エ

ネルギーとこの水素の活用というのは，非常に相性の良いベストミックスになっていくも

のではないのかと考えております。

そういった点で，徳島県といたしましては，特に全国初の製造供給一体型の水素ステー

ションというものが県内に存在しておりまして，これは非常に強みになるものだとも認識

しております。御指摘いただきましたように，いかにグリーン水素に変えていくか，ある

いはグリーン水素をどう使っていくかということにつきましては，それぞれの経済合理性

も考えて，事業者，あるいはメーカーや国の動きなども勘案しながら，我々としても脱炭

素化に向けて，どういった取組ができるか含めて検討していきたいと思っております。

吉田委員

再生可能エネルギーの水素化，グリーン水素を作るというのが，多分これからの成長産

業で，徳島をけん引していくような産業になるようにという願いをすごく持っているんで

すけれども，今，国の動きなども注視してということで，おっしゃってくださったんです

けれども，その視点をいつも念頭に置いてから，来年のいろいろな水素の政策に反映して

いただきたいと思います。要望して終わります。

扶川委員

今出ていた再生可能エネルギーのほうからやりますが，イノシシのほうもやりたいので

半分ずつやりたいと思います。

先ほど，吉田委員がおっしゃったことは，全く同感でありまして，水素，水素で先走り

過ぎた結果でもあるなという，山田委員がおっしゃった指摘も当たっていると思います。

この点はよく考えて，今後の展開をお願いしたいと思うんですけれども。

ちょっと基本的なことで，知識が十分でないので教えてほしいのですけれど，空港に

あった水素の製造施設については，太陽光パネルだけで100パーセントやれていたんです

ね。

加藤水素グリッド推進室長

空港ビルの水素ステーションにつきましては，現在も稼働しておりますが，太陽光パネ

ルを設置した，そちらの電気で水素を供給しているところでございます。

扶川委員

そうしたら，これからは東亞合成株式会社の水素を持っていくんですけれど，そのパネ

ルはどうなるんですか。

加藤水素グリッド推進室長

空港に設置しておりますパネルにつきましては，当然電気を起こしておりますので，空

港ビルの中で，今使っているほかの電気のほうに回されるものだと認識しております。

扶川委員
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それでは，無駄にならないということね。活用されるんですね。分かりました。

さっき，フォークリフト，水素のやつを作ってしまっているので，電気のフォークリフ

トにも使えるんだったんだと思いますけれど，このパネルの分もね。しかし，仕方ないと

思います。

それと，このサプライチェーンを作っていくということでありますけれども，これから

県の戦略として，東亞合成株式会社だけで間に合わないわけですから，その東亞合成株式

会社のことは，また聞きますけれど，太陽光，小水力，風力，一体どういう形で水素をサ

プライチェーンに組み込んでいくとお考えなんですか。戦略を教えてください。

加藤水素グリッド推進室長

自然エネルギー全般の拡大というものは，当然これから進めていくべきものでございま

すし，進んでいくものと認識しております。そういった中で，先ほど吉田委員の質問の中

にもございましたが，発生した電気の余剰のものについて，水素に変えて供給していくと

いうようなことも，当然これからの展開の中で出てくるものではないかと考えておりま

す。

東亞合成株式会社の水素ステーションにつきましては，今，苛性ソーダを製造する過程

の中で余剰として出てくる水素を燃料として供給しているということでございますので，

二酸化炭素が新たに大きく発生するというものではなくて，脱炭素化に貢献できているも

のと認識しております。

扶川委員

余剰と言いますけれどね，捨てていた分というのが幾らかというのを，前も聞きました

けれど，それは東亞合成株式会社から聞いていないんでしょう。

加藤水素グリッド推進室長

水素自体をどれだけ発生しているかということについては，会社の大きな事業的な守秘

項目であるとお聞きしておりまして，我々としては，そこは関知できないところだと認識

しております。

扶川委員

私は，相当部分ね，多くは塩酸の製造に使っていたと思うんですよ。捨てていたのでは

ないんですよね。だから，捨てていたものを再利用するんだから，それは100パーセント

ＣＯ₂を減らすことになるのではないかと言いますけれど，塩酸を作るのにも，別の所で

電気分解して塩酸を作らないといけないんだったら一緒なんですよね。

その水素を発生させるエネルギーは四国電力株式会社の電力でやっているわけですか

ら，東亞合成株式会社の水素イコールグリーン水素だと私は思っていません。そのあたり

がはっきりしないので，どうもこの議論は何か煮え切らないんですね。

まあ，これからは，太陽光，小水力，風力についても，その安定的な電力の供給を図る

上で水素に変えて保存していくという方向でいくならば，この製造機器の発達というのは

もう欠かせないわけでしょう。今回，徳島県庁でも同じように作っていますけれども，水
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素を作っていく技術というか，まだまだ問題があるということも明らかになったわけで，

このあたりの技術開発の動向をきちんと見て，安く，効率的に，太陽光にしろ，小水力に

しろ，風力にしろ水素に転換できるんだという技術の見極めが付いたら，どんどん導入し

て，それで安定化も図るし，自動車にしろ，こういうフォークリフトにしろ使っていけば

いいんだろうと思いますけれど，まだまだ技術的な問題があるということが明らかになっ

たのではないかと思うんですよ。

だから，技術的なことがよく分からないのではなくて，よく研究して，また教えていた

だきたいと思いますが，いかがですか。

加藤水素グリッド推進室長

水素に関する技術につきましては，先端技術ということで，日々，事業者，メーカーの

ほうでも新しい技術を取り入れ，研究をしてということで，今後，更に進化していくもの

だとは認識しておりますが，脱炭素というものを進める上におきまして，県としても率先

してそういったものを取り込み，より普及，拡大を図っていくということで，県民の意識

改革にもつなげていきたいと考えておりますので，水素に限らず脱炭素関係の技術，そう

いったものを積極的に研究，検討して，取り組んでまいりたいと思います。

扶川委員

分かりました。そうしたら，それはそれで結構ですから。

事前委員会なので，具体的に風力発電とか，余剰風力とか，小水力のことを突っ込んで

お尋ねしようと思いましたけれど，それを後回しにして，その前にイノシシのことについ

てお尋ねします。

もう，今日の新聞報道で上板町でも出たということですけれど，正に板野町に出たの

は，私の地元で，そこのイノシシが怖かったという住民の話も聞きに行きましたけれど

ね。もう私の集落，奥までずーっと，どの畑も全部やられていまして，仕方がないから，

今回そのイノシシが出没した大学校の周辺に箱わなを，奥にあった物を移して何とか捕ろ

うと頑張っているようですけれども，非常に苦労しております。

その関係でお尋ねしたいと思うんですけれど，イノシシの対策というのは，防除と駆

除，捕殺の両面で取り組む必要があると思うんですけれど，防除については，効果的だと

言われる電気柵というのは，メートル当たりどのぐらい費用が掛かるのか。それから，補

助というのはどの程度されているのか教えてください。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，被害の防除につきまして，電気柵についての御質問を頂きまし

た。

電気柵につきましては，令和３年度までに全体としまして218キロメートルの実績がご

ざいます。その単価でございますけれども，今，手元に持っておりませんので，また改め

て御報告させていただきたいと思います。

扶川委員
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事前に数字をお願いしていなかったので仕方がない。また教えてください。それで，補

助率ね，補助があるのであれば。ないのであればない，あるならあるでね，教えてくださ

い。

電気柵とか忌避剤とか，それから音による威嚇なんていうのは慣れてしまうと効果がな

くなるので。それで，やはり近づいたらやられてしまうぞというぐらいの駆除と組み合わ

せていくことが大事だというようなことが言われているようです。

駆除にはハンターが必要ですので，そこで猟友会の関係について，もう少しお尋ねした

いんですけれど，県下にある猟友会の人数というのはどのぐらいなのか。狩猟免許という

のは，散弾ライフルが一つ，それと空気銃が一つ，わなが一つ，網が一つということで４

種類あるようですけれども，それぞれ保有者の数が違うと思うんですが，把握しています

か。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，狩猟免許等の内訳等，それと猟友会の数についての御質問を頂

きました。

猟友会の会員数につきましては，これも手元にございませんので，また改めて御報告さ

せていただきます。

それから，狩猟免許の内訳でございますけれども，狩猟者登録数のうち2,230人となっ

ておりますが，網が２人，それから，わなが1,245人，第一種の銃の免許が939人，それか

ら第二種の空気銃が44名となっております。

扶川委員

総数は幾らでしたか。もう一回教えてください。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

2,230人です。

扶川委員

イノシシを駆除できるのは，このうち，どの免許ですか。網ではちょっと難しいのでは

ないか。ライフル，散弾銃，空気銃，わなはいけますよね。

そういう資格を持つ猟師さんが県下でどのぐらいいるのか，実働はどのぐらいいるのか

というのが，やはり駆除については，非常に大事なことなので，この猟師さんの数という

のは減ってきているんでしょう。過去から，どのぐらい減ってきているか，教えてくださ

い。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

狩猟免許の交付者数でお答えしたいと思います。

令和３年度は2,990人となっておりますが，少し遡りまして，平成30年で申しますと

2,934名，それから平成21年で申しますと2,667人といった感じで推移してきております。
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扶川委員

そうすると，割と横ばいなんですね。高齢化で，私の地元の板野町にいる猟友会は７人

しかいないんですけれど，１人引退して，その入れ替わりに，私の知り合いの若い人が入

りまして，今７人いるんですけれど，この７人目の方は，まだ講習を受けていないのでイ

ノシシを撃てないんだそうで，そういう話を聞きました。

それで，ハンターが趣味で捕った場合は，お金は出ないけれども，害獣の駆除として国

の鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業に手を挙げれば，食肉用に搬入したら9,000円，焼

却場に搬入したら8,000円，埋めたら7,000円となっているようですけれど，国の補助とい

うのは市町村ごとになっているんですか。ほかの市町村で捕ったものというのは支給され

ないんですか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，鳥獣の報償金の額についての御質問を頂きました。

報償金につきましては，有害駆除で捕獲した場合に，国のほうで金額を定められており

まして，埋設を行う場合は１頭で7,000円，それから焼却処理する場合は8,000円，ジビエ

にする場合は１頭で9,000円という金額となっております。

それで，捕獲した鳥獣については，その捕獲した市町村によって報償金が支払われると

いう仕組みになっております。

扶川委員

それ以外に，自分の市町村内で捕ったものについては，補助する仕組みがあると思うん

ですけれど，県下の状況を説明していただけますか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，報償金の仕組みについて御質問いただきましたけれども，報償金については

市町村又は市町村の協議会のほうに交付されることとなっておりまして，それで，全ての

町村が実施しているというわけではなくて，市町村によっては報償金を取り扱っていない

ところもございます。

国からの交付金に加えて，市町村で上乗せしてというところもございます。

扶川委員

事前に聞くと，補助の状況をはっきり言わない市町村もあるということですね。板野町

でいえば，猟友会が実質協議会になっていまして，その協議会に対して年間の委託料とい

う形で払われているんですよね。

ところがね，手を挙げない理由を聞きますと，どうも国の補助とは両立しないように勘

違いなさっていたようなので，もう一回きちんとそんなことも分かって手を挙げていない

のかということを聞いておきたいと思いますけれど。

やはり，県下の状況を一回調べていただきたいと思います。なぜかというと，インセン

ティブに差が出てきますからね，市町村によって。

それで，やはり，害獣が増えているんですから，ハンターも増えなければいけないのに
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横ばいでは足りませんよね。2,230人で徳島県全体をカバーできるのかというと，できな

いでしょう。できていますかね，十分。そのあたり，足りているか，足りていないか，ど

んな認識ですか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，ハンターの数についての御質問を頂きました。

狩猟者の皆様につきましては，以前から比べますと，かなり減ってきているという状況

でございまして，有害鳥獣が増えているという中では，やはり不足していると認識してお

ります。

扶川委員

まあ，まず一つお願いしたように，それぞれの補助の状況を，それから，多分国からの

補助に手を挙げていないところは少数だと思いますけれど，その状況を是非一度資料とし

て整理して，付託委員会までには教えていただきたいなと思います。

猟場というのは，暗黙の縄張りがあるというようなことも，これはインターネットでも

言われているし，新しく猟友会に入った人のお話を聞きますと，それらしきことを言われ

るようです。法律で定まったものではないですよね。本当はどこで捕ってもいいんですよ

ね，ハンターというのは。

しかし，何となく，たくさん捕れる所は囲いこんでしまって，ここは人の所だから行か

ないほうがいいよという話になっているんですよね，横の連絡でね。それはまあ，同じ所

に知らない人が勝手に入って行って撃ち合いをしたら大変なことになりますから，安全面

からもそうなっているんだろうとは思うんですけれど，それがあるために，もし十分な捕

獲が進まないとしたら，これはやはり改めていく必要があるのではないかと思います。全

国的な問題だろうと思いますけれど。

安全なハンティングをすることと，どんどんハンティングのために山に入って行ける環

境整備をすることとは両立し得ると思うんですよ。これは何らかの形で研究をして，特定

の人が囲い込んでしまうようなことがあってはいけないと思うので，今後，研究するべき

だろうと私は，そう思いました。素人なので，当たっているかどうか分からないので，是

非県としても検討していただきたいと思います。どういう御見解か教えてください。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，狩猟につきまして安全なハンティング，山に入って行ける環境ということで

御質問を頂きました。

安全な環境につきましては，県が実施します狩猟免許を取得しまして狩猟を行うという

ことになっておりますが，実際に狩猟の技術を高めるというところで，県では新人の方を

対象としまして，これは３年未満となりますけれども，狩猟技術を習得させるというよう

な研修でありますとか，あとペーパーハンターの方も多くいらっしゃいますので，そう

いった方，おおむね５年未満の方を対象としまして，現地における講習会等を開催しまし

て，実践的な狩猟技術の取得ということに取り組んでおります。

それと，入って行ける環境ということでございますけれども，同様にとくしまハンティ
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ングスクールということをやっているんですけれども，そういった中で，地域のハンター

の方との交流会とか，技術を学ぶ機会ということを作っておりますので，そういったこと

を通じまして，地域で狩猟に取り組んでいけるような環境づくりを行っているところでご

ざいます。

扶川委員

ちょっと私が質問したことに直接お答えはいただけませんけれど，私が疑問なだけなの

で，また研究していただきたいと思います。

規制区域図というのが毎年配られておりますから，おおむねこの辺りは誰それの縄張り

だみたいなことは，大体ハンターさんのほうで分かると思うんですよね。だから，そこら

は話合いをして，日頃は事故が起こらないようにすみ分けをするというのもいいのではな

いかと思いますけれど，いざ駆除に当たるときには，共同でそういう縄張り関係なしにど

こへでも飛んで行かないといけないわけですよね。

特に，今回のような住宅密集地に出没した場合は，この委員会にはおりませんけれど，

板野町の場合でも警察に来ていただいて，追い掛けて山のほうに帰していただいたという

ことがあります。

警察に先ほどちょっとだけ聞いたんですけれど，ピストルを持っていますので，あれで

も殺せないことはないらしいですね。そういうことも危険が差し迫っている場合はありだ

よということは，警察官には言うらしいです。そんなことで，ピストルで殺した例がある

のかどうかみたいなことも教えてと言ってありますけれど。

猟友会の猟師さんを呼んで，警察が半径200メートル内に10戸以内の家があるというよ

うな過疎の猟場以外は，警察がゴーサインを出さないと発砲してはいけないわけでしょ

う。だから，よほど危険な場合でないと殺さないと。そうしたら，どういうことになるか

というと，とことこよそへ逃げて行って行方不明になってしまうということも起きている

わけでしょう。それはちょっとどうかと思うんですよ。

それで，それなら警察の責任で捕獲してもらえないのか，捕殺してくれないのかという

話になるわけですが，どうも警察では，そういう研修は受けていないようです。訓練もし

ていないわけです。そうであれば，この際，県の担当課と警察で連携して，市街地に出た

ときにどう対処するかという訓練，装備，それから捕殺，撃つときの条件，そういうもの

をきちんと意思統一して，いつでも対処して，逃さずに駆除できるようにすべきだと思う

んですけれど，そのような検討をされるおつもりはありませんか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，市街地に出没したイノシシへの対応につきまして，銃なんかを

使えないかというところでの御質問を頂きました。

市街地に出没した場合につきましては，やはり人命，人身事故の発生を防ぐというとこ

ろが最も重要ですので，興奮したイノシシが市街地を走り回っているという状況となりま

すので，無理な捕獲とか追い払いにつきましては，イノシシを極端に興奮させて，人に襲

い掛かるといったことも考えられます。まずは目撃状況を収集しまして，近づかないよう

に注意喚起を行うということで対応しまして，あと不必要な刺激を与えないということ
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と，それから，その場を静かに去れというところで，住民の皆様の安全確保に努めていた

だくようにお願いしているところでございます。

そうしたイノシシが市街地を走り回りまして，その地域に滞在した場合とか，例えば，

家とかに入ってきた場合につきましては，人身被害等の発生が高いということになります

と，追い払いとか捕獲を検討するということになります。市街地の中では，先ほどお話に

ございましたように，銃の規制がありますので，なかなかそれは住民の方の安全を守りな

がら，それから捕獲に関わる狩猟者の方の安全を守りながらということになりますので，

かなり条件が厳しくなって，市街地の捕獲につきましては，もうなかなか難しいと考えて

おりますけれども，警察の方とも御相談，協議しながら適切な方法はないかということで

相談して対応を進めてまいりたいと考えております。

扶川委員

難しいのは難しいと思います。例えば，山でイノシシを撃ったりするときは，後ろにど

こまでも飛んでいかないように，山の斜面とか土手をバックにして撃つらしいですね。そ

うすると，そこで止まる。また，市街地だって，いろいろな条件があるんだから，場所に

よったら撃てる所もあるのではないのでしょうか。

猟友会の人に聞いたんだけれど，差し迫った危険がある場合は，警察官自身もピストル

を撃つことができるし，それから，猟銃も許可が出る場合があるんですよ。だから，射殺

したということが，時々報道されるでしょう。条件がそろえば，駆除可能なんですよ，そ

うでしょう。

吉岡農林水産部副部長

扶川委員から，今，市街地のイノシシ対策ということで，いろいろ御意見を頂いている

ところでございますが，先ほど鳥獣対策・ふるさと創造課長が申し上げましたとおり，ま

ずは市民，県民の命，安全を守るというのが最優先でございまして，そういったところ

で，しっかりと周知をする，それからイノシシに出会ったときの対策等について，皆様に

御説明するとともに，しっかりそこの市町村，それから猟友会，警察とも連携して，まず

はそこを最優先に考えているということ。

それから，委員のほうからは，すぐ撃てるではないかというようなニュアンスの御意見

かと思いますけれども，そこは慎重に，くれぐれも慎重に考えて，県としては，しっかり

と対応していきたいということでございますので，どうぞ御理解いただきたいと思いま

す。

扶川委員

もちろん慎重ですよ。そんな人とか建物に危害を与えるようなおそれがある場所で撃て

なんてことは言っていませんよ。当たり前のことですよ，そんなことは。

ただ，撃てないわけではない。何とかして，きちんと駆除しないと。銃がいいのか，ほ

かの方法がいいのか分からないですけれど，よそへ逃げて行って，同じような被害を与え

たら，あっちもこっちも走り回ってということがニュースで流れるではないですか。そん

な追い掛けっこをしていたってしょうがないですよ。
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何とかね，有効な駆除の方法を，訓練もできていないと言いますから，警察と連携し

て，有効な対策を研究していただきたいと思います。それは必要なことではないですか。

それは，そうしていただくという先ほどの答弁だったので，そうでしょう。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，市街地に出没したイノシシについての訓練等についての御質問を頂きまし

た。

今回のケースのように，市街地に出没した場合に，まず目撃情報が寄せられますが，そ

れに応じて車で駆け付けたとしても，イノシシがそこにいないということが多くありま

す。そばにいれば対応できるんですけれども，イノシシがどういった行動を起こすか分か

らないという状況の中では，委員がおっしゃるような状況には，なかなかならないと思い

ますので，そういった銃を撃てるような状況に追い込んで捕獲できればというのは，もち

ろんそういった思いで，地元の方も取り組まれているとは思いますけれども，なかなかそ

ういうふうにはいきませんので，そこは目撃情報に応じまして，迅速に対応しながら，捕

獲できるような対応を進めていきたいと考えております。

扶川委員

分かりました。研究はすべきですよ。訓練も研究もしなければ前へ向いて進みませんか

ら，警察としっかり連携して，警察も場合によったら，本当に差し迫った危険がある場合

は，銃を使うこともあり得るわけです。

それで，私の地元の所では，この間の短期大学校のそばは，小学校の通学路でありまし

て。どんなことになっているかと言うと，保護者が学校の往復路に付き添ったり，それか

ら，車で送ったり，学校の先生が付き添ったりして対応しているんだそうですが，イノシ

シが近寄ってきたから，ガードレールの音で脅そうと思ってたたいたら，走り回って余計

に危険だったということで，近所の人に叱られたという話もありました。

どこで出るか分かりませんから，教育委員会でも，対処の仕方については先生方にきち

んと教える。それから，子供たちにとっても，これから自然との共生の社会ですから，そ

ういう獣に対してどう対処するのが正しいのかというのは，教育の中でもやっていくべき

だと思うんですよね。そのあたり，どのようにお進めなのか，教育委員会にお尋ねしま

す。

吉岡体育健康安全課長

ただいま扶川委員から，子供たちの安全を守るために，学校のほうでも野生動物に関す

る注意喚起等をしっかりするべきではないかという御意見を頂きました。

県教育委員会といたしましては，11月９日に小松島市内におきまして，イノシシが出没

して，登校中の児童がけがをするという事案が発生しました際に，各県立学校，それから

各市町村教育委員会宛てに，野生動物の出没に関する情報提供及び注意喚起について文書

を発出しております。

また，当日の午後には，Ｚｏｏｍによるオンライン会議を行いまして，野生動物の出没

に係る安全対策会議を行っております。この中で，イノシシに関する注意といたしまし
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て，決して刺激を与えないように，それから，出会ってしまった場合には，背中を見せず

にゆっくり後退して静かに，速やかにその場を立ち去るように等の具体的な注意点につい

ても連絡をしております。

また，学校，市町村，それから，教育委員会に対しましては，それらのことにつきまし

て，児童生徒にしっかり周知するようにお願いをしておるところでございます。

扶川委員

まあ，イノシシについては餌付けされると里に出てきやすくなりますから。ウリ坊が

走っているわということで，餌付けなんかすると大変なことになりますから，そういうよ

うなことに関しても，きちんと知識を与えて，サルもそうですけれど，農作物を放置しな

い。従来から言われているようなことですけれど，いよいよ次の世代の子供たちにも，そ

ういう野生動物とトラブルを起こさずに共存して，適切な距離を置きながら，お付き合い

していくということを教えていく必要があるのかなと思います。

ちょっと元へ戻りますけれど，現場にイノシシとか出て来たときに，猟友会には誰が連

絡を取るんですか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，猟友会に誰が連絡を取るのかという御質問を頂きましたけれど

も，鳥獣被害対策につきましては，市町村が主体となって，実施していただいておりま

す。

そういった情報が出された場合には，市町村のほうから猟友会のほうに情報が伝えられ

て，対応するようになっております。

扶川委員

では，この間，あちこち出没しましたけれど，その全てについて，まず現場に到着する

のは，一番は警察で，その次は猟友会なんですか。全部の所に猟友会が来てくれているん

ですか。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，全て対応できているかという御質問を頂きましたけれども，そ

ういった目撃情報が寄せられまして，市町村とかが巡回に当たる場合については，猟友会

の人にもお願いしまして巡回に当たっております。

扶川委員

分かりました。出てきたらもういないというようなこともあるわけで，最初にね，ス

ピーディーに現場に駆け付けて，移動しているのを見ていくというような作業が要るでは

ないですか。すぐに駆け付けられるのは，やはり警察だろうと思うんですよ。猟友会の人

なんてね，仕事を持っている方もいるわけですから。

だから，警察にそれをお願いして，とりあえず山のほうに帰っていただけるんであれ

ば，この間の板野町みたいに，さすまたでも持って，追い帰していただくということでい
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いと思うんですけれど，ここでこんなふうに出たという情報を共有して，相談して，今度

山に入って行って，追い込んだ後入って行って捕殺するというようなことをしないといけ

ないと思います。

あと，最後ちょっとだけお尋ねしますけれど，個体数の調整と，動物を守っていくとい

う観点との両立も要ると思うんですけれど，その目標との関係で言うと，それは達成でき

ているんですか，今，イノシシの個体数調整というのは。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま扶川委員から，イノシシの捕獲目標についての御質問を頂きました。

イノシシにつきましては，特定管理計画というものを作っておりまして，その中で令和

元年度の個体数を１万4,600頭と推定しておりまして，それを将来的に１万頭に削減する

という，これは令和９年になりますけれども，目標を立てて実施しております。

それに向けまして，昨年度でございますけれども，令和３年度は5,300頭という捕獲目

標を立てまして，捕獲に取り組んだところでございますが，昨年度の実績としましては，

8,800頭ほど捕獲をしております。

イノシシの個体数としては，全体としては減少傾向にあるという中で，関係者の皆様方

の御協力を得ながら捕獲の強化に取り組んでいるところでございます。

扶川委員

時間もありませんので，認識だけ聞きたいのですけれど，そうしたら上板町とか，板野

町とかね，最近鳴門市とか出ていますけれど，それで新聞報道をされたりしているし，住

民なんて日々見ているんですけれど，それでも減っているんですか。

それで，もう少し減らすか，もう少し山にお帰りいただかないと，もう被害がたまらな

いわけですよ。だから，それをどんなふうに認識して，どう対応されるのか，ちょっと具

体的なエリアの話で申し訳ないですけれど教えてほしいです。

金子鳥獣対策・ふるさと創造課長

ただいま，市街地に出没するイノシシの捕獲について，山に追い帰してということでお

話がありました。

先ほど，さすまた等で追い帰したというお話もございましたけれども，あれは人慣れし

てというところで，山に近いという状況の中で帰って行ったのかなと考えておりまして，

出没したイノシシについては，興奮しているということが考えられますので，思ったよう

に山に追い帰すということがなかなか難しいと考えております。

それで，帰って行けば，もうそれはそれで良いことなんですけれども，やはり，集落の

周辺等にイノシシが多く生息しておりますし，そこら辺を中心として生息域，活動区域が

決まっておりますので，有害駆除につきましては，そういった所を中心に捕獲を進めてい

るところでございます。

扶川委員

要するにね，もう有害な状況になっているわけですよ。だから，有害駆除の対象だとい
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うことで，個体数調整とは別の話として，先ほどから申し上げているように，警察とも十

分に連携し，訓練もし，猟友会の皆さんの力も借りて，早急に対策をとっていただきたい

ということをお願いして終わります。

喜多委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）

それでは，以上で質疑を終わります。

これをもって，消費者・環境対策特別委員会を閉会いたします。（12時27分）


